
資料１－１ 

平成２６年度  
サワラ広域資源管理の実施状況等について 



※瀬戸内海広域漁業調整委員会指示で規制されている「はなつぎ網」、「さわら船曳網」

「さごし巾着網」の漁獲量

区　域 漁獲量

播磨灘 ３９．９トン

播磨灘   １．７トン

燧　灘   ０．０トンさごし巾着網 年間漁獲量４６トン以下

○漁獲管理措置(平成２６年度)

漁業種類 委員会指示による制限

はなつぎ網 年間漁獲量４０トン以下

さわら船曳網 年間漁獲量　２トン以下

兵庫県 

岡山県 

広島県 

山口県 

徳島県 

香川県 

愛媛県 

福岡県 

大分県 

大阪湾 

紀伊水道 

播磨灘 

備讃瀬戸 

燧灘 

安芸灘

伊予灘 

宇和海 

周防灘 

ひき縄等 

(和歌山・徳島・兵庫) 

5/15～6/20さわら目

的の操業禁止 

さわら流し網漁業(兵庫・岡山・徳島・香川) 

9/1～9/30休漁 

ひき縄漁業(兵庫・岡山・香川) 

9/1～11/30さわら目的の操業禁止 

はなつぎ網漁業(兵庫) 

漁獲量の上限設定(40ﾄﾝ) 

さわら船曳網漁業(岡山) 

漁獲量の上限設定(2ﾄﾝ) 

さわら流し網漁業 

(岡山・香川) 

9/1～9/30休漁 

ひき縄漁業(岡山・香川) 

9/1～11/30さわら目的の

操業禁止 

さわら流し網漁業 

(広島・山口・愛媛) 

9/1～9/30休漁 

さわら流し網漁業 

(山口・福岡・大分) 

5/1～5/31休漁 

さわら流し網漁業 

(山口・愛媛・大分) 

5/16～6/15休漁 

さわら流し網漁業(広島・香川・愛媛) 

9/1～9/30休漁 

さごし流し網漁業(愛媛) 

全面休漁 

さごし巾着網漁業(広島) 

漁獲量の上限設定(46ﾄﾝ) 

※斜線部分は、春漁を規制 

※さわら流し網の網目１０．６ｃｍ以上(瀬戸内海全海域共通) 

さわら流し網漁業(愛媛) 

5/1～5/31休漁 

さごし・めじか流し網漁業（愛媛） 

8/1～9/30休漁 

ひき縄等（和歌山・徳島） 

5/15～6/20さわら目的

の操業禁止 

さわら流し網漁業(大阪) 

6/5～7/11休漁 

ひき縄漁業(大阪・兵庫) 

5/25～6/30さわら目的

の操業禁止 

大

阪

府 

和

歌

山

県 

紀伊水道外域 
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○ 平成２６年度共同種苗生産の結果 

 

（１）採卵 

  香川県と大阪府が担当した。大阪府水産技術センターでの生産には大阪府が５月７日、

１３日に得た約３０万粒を使用し、屋島庁舎での生産には香川県が５月１３日に得た約 

４５万粒を使用した。 
  
（２）種苗生産・中間育成・放流等の実績 

  屋島庁舎における共同種苗生産では７０千尾を生産し、大阪府では３９千尾を生産した。 

合計１０９千尾のうち大阪府が１２千尾を直接放流し、９７千尾を各府県で中間育成の

後、６月１４日から６月２４日の間に合計７２千尾を放流した。 
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単位：隻日

大阪府 徳島県 香川県 福岡県 大分県 合計
さわら流し網 さわら流し網 はなつぎ網 さわら流し網 さわら船びき網 さわら流し網 中型まき網 さわら流し網 さわら流し網 さわら流し網 さわら流し網 (流し網換算)

設定期間 9/1-11/30 4/20-6/15 5/6-6/15 4/20-6/15 5/1-6/15 4/20-6/20 6/1-8/31 6/16-7/31 9/1-11/30 4/11-6/15 4/20-6/15 4/1-6/30 9/1-11/30 10/1-12/31 9/1-12/31 9/1-12/31

漁獲努力可能量(Ａ) 5,135 3,140 2,020 6,705 74 5,813 1,288 6,787 13,455 1,736 10,440 16,590 5,880 7,490 1,440 13,500 121,461

消化量(Ｂ) 406 1,070 556 704 4 809 0 123 736 362 5,576 2,651 1,157 243 213 1,089 17,939

(Ｂ)/(Ａ) 8% 34% 28% 10% 5% 14% 0% 2% 5% 21% 53% 16% 20% 3% 15% 8% 15%

平成２６年　サワラ漁獲努力可能量（ＴＡＥ）管理の実施状況

愛媛県
さわら流し網 さわら流し網

兵庫県 岡山県 広島県 山口県
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ＴＡＥ管理期間における出漁隻日数の推移
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岡山県（さわら流し網） 
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広島県（さわら流し網） 
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山口県（さわら流し網（伊予灘）） 
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徳島県（さわら流し網） 
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香川県（さわら流し網） 
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愛媛県（さわら流し網（燧・安芸灘）） 

0
500

1,000
1,500
2,000

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

愛媛県（さわら流し網（伊予灘）） 
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１　方法

２　結果

　　　　　　　　図１　試験操業海域

　表１　年別試験操業網の長さ、網目等

年 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

長さ 12反 10及び12反※ 10反 10反 10反 10反 10反 10反

網目 2.7寸 2.7寸 2.7寸 2.7寸 2.7寸 2.7寸 2.7寸 2.7寸
　※1回目の試験操業時12反、2～3回目の試験操業時10反

　表２　年別試験操業日及びサワラ（０歳魚）の漁獲状況

試験日 漁獲尾数 試験日 漁獲尾数 試験日 漁獲尾数 試験日 漁獲尾数
10/15 20 10/9 9 9/24 158 9/29 49
10/19 32 10/15 54 10/1 58 10/7 22
10/22 3 10/21 134 10/13 51 10/12 38
10/25 13 10/22 33 10/18 12

68 197 300 121
20 1 14 3

29.4 0.5 4.7 2.5
尾/隻日 17.0 65.7 75.0 30.3
尾/反 1.4 6.2 7.5 3.0

試験日 漁獲尾数 試験日 漁獲尾数 試験日 漁獲尾数 試験日 漁獲尾数
10/7 27 10/3 17 10/17 12 9/30 17
10/11 42 10/9 64 10/27 8 10/17 17
10/18 48 10/18 18 10/30 3 10/23 9
10/27 72 10/24 70 11/5 5 10/29 72

189 169 28 115
9 2 1 0

4.8 1.2 3.6 0.0
尾/隻日 47.3 42.3 7.0 28.8
尾/反 4.7 4.2 0.7 2.9

　表３　年別サワラ（０歳魚）の漁獲尾数、大きさ及び放流魚の混入率

漁獲サワラ
漁獲尾数 平均尾又長 平均体重 漁獲尾数 平均尾又長 平均体重 混入率

（ｍｍ） （ｇ） （ｍｍ） （ｇ） （％）
68 514 1,219 20 532 1,369 29.4

(398～582) (544～1,668) (501～582) (1,130～1,668)
197 474 852 1 499 1,016 0.5

(432～628) (583～1,850)
300 465 744 14 472 857 4.7

(402～616) (539～1,152) (436～541) (675～1,152)
121 432 652 3 443 722 2.5

(370～518) (459～1,084) (423～462) (622～859)
189 447 752 9 515 1,057 4.8

(348～548) (392～1,199) (477～535) (847～1,180)
169 434 657 2 491 986 1.2

(368～510) (452～1,040) （472，510） （931，1,040）
28 449 757 1 495 1,008 3.6

(401～505) (580～965)
115 438 688 0 - - 0.0

(390～520) (470～1,026)
H26

H25

H24

うち標識魚尾数
混入率(％)

うち標識魚尾数
混入率(％)

H22

H23

H24

　サワラは0歳魚115尾、1歳魚4尾、2歳魚1尾の計120尾が漁獲された。
　0歳魚の調査結果の推移を表2及び表3に示した。
　平成26年のCPUEは2.9尾/反(表2)、また、平均尾叉長は438mmで昨年よりやや小
さく、標識魚の混入率は0％であった(表3）。

合計尾数

H22

H26

項目

H21H20

項目

年度

H20

H19

うち放流サワラ

合計尾数

H21

平成２６年サワラ放流効果調査（さわら流網試験操業）結果 （岡山県）

CPUE

CPUE

年

項目

H23 H25

　平成26年9月30日、10月17日、23日及び29日の4日間、図1に示す海域において、
さわら流網（目合2.7寸、長さ10反）漁船1隻による試験操業を実施した(表1）。

H19

小豆島 

牛窓町漁
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    資料１－３  

 

平成２７年度 瀬戸内海海域サワラの共同種苗生産・中間育成・放流の 

取り組みについて（案） 

 
瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会 

 
 瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会は「瀬戸内海海域サワラ栽培漁業広域プラン」に

もとづき、関係１１府県が連携してサワラ共同種苗生産を以下のように実施する。 
 
１．サワラの種苗生産・中間育成・放流 

 平成２７年度のサワラ種苗生産は、関係１１府県の協力のもとに合計１２万尾を

目標に生産を行う。種苗生産等には国庫補助事業「広域種資源造成型栽培漁業推進

事業（新規）」を活用し、（独）水産総合研究センターの指導・協力のもと実施する。 

 平成２４～２６年度の３ヵ年は生産場所を水研センター瀬戸内海区水産研究所屋

島庁舎および大阪府水産技術センターの２ヵ所で種苗生産を実施してきたが、４年

目となる平成２７年度は海域協議会としての種苗生産場所を瀬戸内海区水産研究所

屋島庁舎に拠点化して種苗生産に取り組む。 

 中間育成・放流は放流サイズ７０ｍｍを目標として、関係府県（大阪府、兵庫県、

岡山県、香川県、愛媛県、大分県）が連携して取り組む。 

 

２．共同種苗生産協力体制 

 拠点化による種苗生産の効率化とコスト削減を図るとともに、海域協議会各会員

からは生産技術研修員の派遣や生産に必要な物品の提供等について一層の協力を得

る。  

 

 ２７年度の主な取組は以下の通り（別紙参照）。 

 

①適正サイズのイカナゴシラス等の安定的確保 

②冷凍ワムシの確保 

③餌となるマダイ受精卵の確保（＋冷凍ふ化仔魚（マダイ他）の確保） 

④生産管理者、生産技術研修員等の人員配置 

⑤必要経費の確保 

平成２４～２６年度 平成２７年度

＠瀬戸水研屋島

目標１０万尾生産

＠大阪府水技セ

目標２万尾生産

＠瀬戸水研屋島

目標１２万尾生産

拠点化

図．海域協議会が種苗生産を実施する場所
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（別 紙） 

 

 

 

 

瀬戸内海海域サワラの共同種苗生産・中間育成・放流 ２６年度実績と２７年度計画（案） 

 

瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会 

 
取組内容 H26 年度実績 H27 年度計画 

(1)水研センターと

の協力協定と施設貸

与 

 協力協定の締結。 
 燃料費・光熱水道料負担。 

 H26 と同様に締結し、燃料費・光

熱水道料を負担。 

(2)生産尾数  水研センター屋島庁舎にて 10 万

尾 
大阪府水産技術センターにて 2 万尾

を目標に生産した。 
 結果、水研センター屋島庁舎にて 7
万尾、大阪府水産技術センターにて

3.9 万尾（うち直接放流 1.2 万尾）を

生産した。 

 水研センター屋島庁舎にて 12 万

尾を目標とする。 

(3)中間育成・放流  大阪府、兵庫県、岡山県、香川県、

愛媛県、大分県が全長 70mm を目標

に実施した結果、全長 66.0mm～

87.5mm まで育成して放流した。 

 大阪府、兵庫県、岡山県、香川県、

愛媛県、大分県が全長 70mm を目標

に中間育成し放流する。 

(4)採卵および卵管

理 
 香川県および大阪府が実施。大阪

府の生産には府が採取した受精卵 30
万粒を使用した。屋島庁舎の生産で

は香川県が採取した授精卵 45 万粒

を、水研センターが卵管理して種苗

生産に用いた。放流効果把握のため

に水研センターが ALC 標識作業を

実施。 

 香川県が採卵を実施し、採取した

受精卵を水研センターが管理。放流

効果把握のために水研センターが

ALC 標識作業を実施。 
 100 万粒確保目標に実施。 

(5)適正サイズのイ

カナゴシラスの安定

的確保と給餌 

 香川県・生産管理者が中心となり、

イカナゴシラス 300ｋｇ、カタクチ

イワシシラス 200ｋｇ確保を目標に

実施。イカナゴシラス（平均全長

28mm）を 300kg、カタクチイワシ

シラス（平均全長 22mm）を 383kg
確保。 極小サイズのカタクチイワ

シシラスでの種苗生産に成功。 

 香川県・生産管理者が中心となり、

マイワシ・カタクチイワシシラス

500kg、イカナゴシラス 500kg確保

目標に実施。 
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(6)冷凍ワムシの確

保 
 大阪府、和歌山県、岡山県、山口

県、香川県、愛媛県、福岡県及び大

分県から合計約７００億個体の冷凍

ワムシを入手、ワムシ生産不調時に

使用。 

 関係各府県からそれぞれ 50 億個

体以上を事前入手する。生産施設へ

の送付は生産管理者が組んだローテ

ーションにより施設に搬入する。 

(7)マダイ受精卵の

確保 
 香川県が屋島庁舎で養成した親魚

から入手。 
 香川県の養成親魚の採卵不調時に

は大阪府と兵庫県から緊急的に入

手。 
 

 香川県下の養殖業者で養成した親

魚から入手（香川県の支援協力のも

と養殖業者と海域協議会で契約し実

施）。 
 受精卵が確保できない場合は緊急

対応として大阪府、和歌山県、兵庫

県、山口県から入手する。 
(8)冷凍ふ化仔魚の

確保【新規】 
試験的にマダイ冷凍ふ化仔魚を給

餌し、摂餌を確認。 
 関係府県から協力を得てマダイま

たはヒラメのふ化仔魚（余剰分）を

確保する。 
(9)必要人員数と配

置 
生産管理者（1 人）、生産管理者補

助（1 人）、生産技術研修員（56 人日）、

パート（4 人）の配置を目標とした。 
生産技術研修員派遣の実績内訳：

兵庫県（7 人日）、愛媛県（15 人日）、

山口県（7 人日）、徳島県（7 人日）、

海づくり協会（7 人日）の延べ 43 人

日。＋瀬戸調、香川県からの人的協

力。 

 生産管理者（1 人）、生産管理者補

助（1 人）、生産技術員（１名）、生

産技術研修員（56 人日）、パート（5
人）を配置する。  
 ワムシ培養経験のある生産技術研

修員を種苗生産初期に充てる。 
 漁業者の積極的な応援を要請す

る。 

(10)共同種苗生産に

かかる必要経費の確

保 

関係県より 1,720 千円確保。  海域協議会１１府県が連携して必

要経費の確保に努める。  
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資料１－４ 

平成２７年度  
サワラ広域資源管理の取組（案） 



平成 年度 さわら広域資源管理の取組（案）27

１．資源管理措置
（１）漁獲管理

海域(灘)・漁業種類ごとの漁獲管理措置
海 域 漁 業 種 類 規 制 措 置

紀伊水道外域 ひき縄等 さわらを目的とした操業の禁止
（ ～ ）5/15 6/20

紀伊水道 ひき縄等 さわらを目的とした操業の禁止
（ ～ ）5/15 6/20

大阪湾 さわら流し網 春漁（ ～ ）→休漁6/5 7/11
網目→ ㎝以上10.6

ひき縄 さわらを目的とした操業の禁止
（ ～ ）5/25 6/30

播磨灘 さわら流し網 秋漁（ ～ ）→休漁9/1 9/30
網目→ ㎝以上10.6

ひき縄 さわらを目的とした操業の禁止
（ ～ ）9/1 11/30

はなつぎ網 漁獲量→年間 ﾄﾝを上限40
さわら船曳網 漁獲量→年間 ﾄﾝを上限2

備讃瀬戸 さわら流し網 秋漁（ ～ ）→休漁9/1 9/30
網目→ ㎝以上10.6

ひき縄 さわらを目的とした操業の禁止
（ ～ ）9/1 11/30

燧灘 さわら流し網 秋漁（ ～ ）→休漁9/1 9/30
網目→ ㎝以上10.6

さごし巾着網 漁獲量→年間 ﾄﾝを上限46
さごし流し網 全面休漁

安芸灘 さわら流し網 秋漁（ ～ ）→休漁9/1 9/30
網目→ ㎝以上10.6

伊予灘 さわら流し網 春漁（ ～ ）→休漁5/16 6/15
網目→ ㎝以上10.6

周防灘 さわら流し網 春漁（ ～ ）→休漁5/1 5/31
網目→ ㎝以上10.6

宇和海 さわら流し網 春漁（ ～ ）→休漁5/1 5/31
さごし・めじか流し網 ～ →休漁8/1 9/30

（注） 以降の許可を秋漁とする。9/1

（２）種苗放流
瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会は （独）水産総合研究センターとの連携・協力の、

、 、 、 、下で サワラ種苗の共同種苗生産体制の構築に向け積極的に取り組み 健全種苗 適地
適正サイズの種苗放流を推進し資源造成に取り組む。

なお、種苗生産数量、中間育成等の詳細については、瀬戸内海海域栽培漁業推進協議
会で定める。

（３）その他の資源管理措置
上記（１）及び(２）の措置のほか、従来から取り組んでいる措置(定期休漁日、船上

受精卵放流等)については、その取組を継続するよう努める。

1



○漁獲管理措置(平成２７年度)（案）

兵庫県 

岡山県 

広島県 

山口県 

徳島県 

香川県 

愛媛県 

福岡県 

大分県 

大阪湾 

紀伊水道 

播磨灘 

備讃瀬戸 

燧灘 

安芸灘

伊予灘 

宇和海 

周防灘 

ひき縄等 

(和歌山・徳島・兵庫) 

5/15～6/20さわら目

的の操業禁止 

さわら流し網漁業(兵庫・岡山・徳島・香川) 

9/1～9/30休漁 

ひき縄漁業(兵庫・岡山・香川) 

9/1～11/30さわら目的の操業禁止 

はなつぎ網漁業(兵庫) 

漁獲量の上限設定(40ﾄﾝ) 

さわら船曳網漁業(岡山) 

漁獲量の上限設定(2ﾄﾝ) 

さわら流し網漁業 

(岡山・香川) 

9/1～9/30休漁 

ひき縄漁業(岡山・香川) 

9/1～11/30さわら目的の

操業禁止 

さわら流し網漁業 

(広島・山口・愛媛) 

9/1～9/30休漁 

さわら流し網漁業 

(山口・福岡・大分) 

5/1～5/31休漁 

さわら流し網漁業 

(山口・愛媛・大分) 

5/16～6/15休漁 

さわら流し網漁業(広島・香川・愛媛) 

9/1～9/30休漁 

さごし流し網漁業(愛媛) 

全面休漁 

さごし巾着網漁業(広島) 

漁獲量の上限設定(46ﾄﾝ) 

※斜線部分は、春漁を規制 

※さわら流し網の網目１０．６ｃｍ以上(瀬戸内海全海域共通) 

さわら流し網漁業(愛媛) 

5/1～5/31休漁 

さごし・めじか流し網漁業（愛媛） 

8/1～9/30休漁 

ひき縄等（和歌山・徳島） 

5/15～6/20さわら目的

の操業禁止 

さわら流し網漁業(大阪) 

6/5～7/11休漁 

ひき縄漁業(大阪・兵庫) 

5/25～6/30さわら目的

の操業禁止 

大

阪

府 

和

歌

山

県 

紀伊水道外域 

2
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瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
十
六
号
（
案
）

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
瀬

戸
内
海
に
お
け
る
さ
わ
ら
を
対
象
と
し
た
漁
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年

月

日

瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
会
長

長
野

章

１

定
義

「

」

、

（

）

こ
の
指
示
に
お
い
て

瀬
戸
内
海

と
は

漁
業
法
施
行
令

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号

第
二
十
七
条
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
水
域
を
い
う
。
な
お
、
瀬
戸
内
海
に
お
け
る
さ
わ
ら
を
対
象

と
し
た
漁
業
の
水
域
区
分
は
次
表
下
欄
の
と
お
り
と
す
る
。

紀
伊
水
道

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

基
点
ア
‥
和
歌
山
県
和
歌
山
市
沖
ノ
島
西
端
か
ら
三
百
三
十
六
度
二
十

分
三
千
四
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
イ
‥
和
歌
山
県
和
歌
山
市
沖
ノ
島
西
端
か
ら
二
百
九
度
五
十
分
二

千
六
百
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
ウ
‥
大
阪
府
と
和
歌
山
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境

界
点
か
ら
三
百
五
度
二
十
分
の
方
位
線
と
、
基
点
ア
か
ら
大

阪
府
泉
南
郡
岬
町
観
音
崎
の
鼻
に
至
る
見
通
し
線
と
の
交
点

基
点
エ
‥
基
点
ア
と
基
点
イ
を
結
ん
だ
線
と
、
和
歌
山
県
和
歌
山
市
沖

ノ
島
西
端
と
兵
庫
県
洲
本
市
成
ヶ
島
東
端
を
結
ん
だ
線
と
の

交
点

一

和
歌
山
県
紀
伊
日
ノ
御
埼
灯
台
か
ら
徳
島
県
伊
島
及
び
前
島
を
経
て
蒲
生

田
岬
灯
台
に
至
る
直
線

二

大
阪
府
と
和
歌
山
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
基

点
ウ
、
基
点
ア
、
基
点
エ
を
経
て
兵
庫
県
洲
本
市
成
ヶ
島
東
端
に
至
る
線

三

兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
門
崎
と
徳
島
県
鳴
門
市
大
毛
島
孫
埼
を
結
ん
だ
線

四

小
鳴
門
水
道
東
口
小
鳴
門
橋

大
阪
湾

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

基
点
ア
‥
和
歌
山
県
和
歌
山
市
沖
ノ
島
西
端
か
ら
三
百
三
十
六
度
二
十

分
三
千
四
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
イ
‥
和
歌
山
県
和
歌
山
市
沖
ノ
島
西
端
か
ら
二
百
九
度
五
十
分
二

千
六
百
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
ウ
‥
大
阪
府
と
和
歌
山
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境

界
点
か
ら
三
百
五
度
二
十
分
の
方
位
線
と
、
基
点
ア
か
ら
大

阪
府
泉
南
郡
岬
町
観
音
崎
の
鼻
に
至
る
見
通
し
線
と
の
交
点

基
点
エ
‥
基
点
ア
と
基
点
イ
を
結
ん
だ
線
と
、
和
歌
山
県
和
歌
山
市
沖
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ノ
島
西
端
と
兵
庫
県
洲
本
市
成
ヶ
島
東
端
を
結
ん
だ
線
と
の

交
点

一

大
阪
府
と
和
歌
山
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
基

点
ウ
、
基
点
ア
、
基
点
エ
を
経
て
兵
庫
県
洲
本
市
成
ヶ
島
東
端
に
至
る
線

二

兵
庫
県
神
戸
市
と
同
県
明
石
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界

点
と
同
県
淡
路
市
岩
屋
と
同
市
野
島
江
崎
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け

る
境
界
点
を
結
ん
だ
線

播
磨
灘

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

一

兵
庫
県
神
戸
市
と
同
県
明
石
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界

点
と
同
県
淡
路
市
岩
屋
と
同
市
野
島
江
崎
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け

る
境
界
点
を
結
ん
だ
線

二

兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
門
崎
と
徳
島
県
鳴
門
市
大
毛
島
孫
埼
を
結
ん
だ
線

三

小
鳴
門
水
道
東
口
小
鳴
門
橋

四

岡
山
県
岡
山
市
と
同
県
瀬
戸
内
市
牛
窓
町
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お

け
る
境
界
点
と
香
川
県
小
豆
郡
土
庄
町
蕪
埼
を
結
ん
だ
線

五

香
川
県
小
豆
郡
小
豆
島
町
釈
迦
ヶ
鼻
と
同
県
さ
ぬ
き
市
大
串
埼
を
結
ん
だ

線

備
讃
瀬
戸

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

一

岡
山
県
岡
山
市
と
同
県
瀬
戸
内
市
牛
窓
町
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お

け
る
境
界
点
と
香
川
県
小
豆
郡
土
庄
町
蕪
埼
を
結
ん
だ
線

二

香
川
県
小
豆
郡
小
豆
島
町
釈
迦
ヶ
鼻
と
同
県
さ
ぬ
き
市
大
串
埼
を
結
ん
だ

線
三

広
島
県
と
岡
山
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
広
島

県
福
山
市
宇
治
島
東
端
を
経
て
香
川
県
三
豊
市
詫
間
町
三
崎
に
至
る
直
線

燧
灘

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
の
う
ち
、
安
芸
灘
を
除
い

た
海
域

一

広
島
県
と
岡
山
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
広
島

県
福
山
市
宇
治
島
東
端
を
経
て
香
川
県
三
豊
市
詫
間
町
三
崎
に
至
る
直
線

二

広
島
県
呉
市
仁
方
町
と
同
市
川
尻
町
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る

境
界
点
と
同
市
上
蒲
刈
島
白
埼
を
結
ん
だ
線

三

広
島
県
呉
市
上
蒲
刈
島
黒
鼻
と
愛
媛
県
松
山
市
と
同
県
今
治
市
と
の
最
大

高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
を
結
ん
だ
線

安
芸
灘

次
に
掲
げ
る
海
域
一
及
び
二
を
合
わ
せ
た
海
域

一

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ア
：
広
島
県
呉
市
仁
方
町
と
同
市
川
尻
町
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に

お
け
る
境
界
点
と
同
市
上
蒲
刈
島
白
埼
を
結
ん
だ
線
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イ
：
広
島
県
呉
市
上
蒲
刈
島
黒
鼻
と
愛
媛
県
松
山
市
と
同
県
今
治
市
と

の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
を
結
ん
だ
線

ウ
：
愛
媛
県
松
山
市
白
石
ノ
鼻
と
同
市
興
居
島
頭
埼
灯
台
を
結
ん
だ
線

エ
：
愛
媛
県
松
山
市
興
居
島
頭
埼
灯
台
と
同
市
野
忽
那
島
野
忽
那
島
灯

台
を
結
ん
だ
線

オ
：
愛
媛
県
松
山
市
野
忽
那
島
北
端
と
同
市
中
島
東
端
を
結
ん
だ
線

カ
：
愛
媛
県
松
山
市
中
島
歌
埼
と
同
市
津
和
地
島
東
端
を
結
ん
だ
線

キ
：
愛
媛
県
松
山
市
津
和
地
島
西
端
と
同
市
由
利
島
西
端
を
結
ん
だ
線

ク
：
愛
媛
県
松
山
市
由
利
島
西
端
と
山
口
県
柳
井
市
平
郡
島
盛
鼻
を
結

ん
だ
線

ケ
：
山
口
県
柳
井
市
と
同
県
熊
毛
郡
上
関
町
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線

に
お
け
る
境
界
点
（
以
下
「
基
点
ア
」
と
い
う

）
と
同
県
柳
井

。

市
平
郡
島
櫛
崎
を
結
ん
だ
線
と
同
市
平
郡
島
の
最
大
高
潮
時
海
岸

線
と
の
交
点
の
う
ち
最
も
北
部
に
位
置
す
る
点
と
基
点
ア
を
結
ん

だ
線、

、

二

一
の
線
イ

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
の
う
ち

広
島
県
海
域

コ
：
広
島
県
呉
市
上
蒲
刈
島
黒
鼻
と
同
市
斎
島
西
端
を
結
ん
だ
線

伊
予
灘

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
の
う
ち
、
安
芸
灘
を
除
い

た
海
域

一

広
島
県
呉
市
仁
方
町
と
同
市
川
尻
町
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る

境
界
点
と
同
市
上
蒲
刈
島
白
埼
を
結
ん
だ
線

二

広
島
県
呉
市
上
蒲
刈
島
黒
鼻
と
愛
媛
県
松
山
市
と
同
県
今
治
市
と
の
最
大

高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
を
結
ん
だ
線

三

愛
媛
県
佐
田
岬
灯
台
と
大
分
県
関
埼
灯
台
を
結
ん
だ
線

四

山
口
県
下
松
市
と
同
県
光
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点

と
同
県
下
松
市
笠
戸
島
鎌
石
岬
を
結
ん
だ
線

五

山
口
県
下
松
市
笠
戸
島
火
振
岬
と
大
分
県
豊
後
高
田
市
と
同
県
国
東
市
と

の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
を
結
ん
だ
線

周
防
灘

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

一

山
口
県
下
松
市
と
同
県
光
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点

と
同
県
下
松
市
笠
戸
島
鎌
石
岬
を
結
ん
だ
線

二

山
口
県
下
松
市
笠
戸
島
火
振
岬
と
大
分
県
豊
後
高
田
市
と
同
県
国
東
市
と

の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
を
結
ん
だ
線

三

山
口
県
火
ノ
山
下
潮
流
信
号
所
と
福
岡
県
門
司
埼
灯
台
を
結
ん
だ
線

２

網
目
の
制
限
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さ
わ
ら
を
目
的
と
し
た
流
し
網
漁
業
に
お
い
て
使
用
す
る
漁
具
の
網
目
は
、
十
・
六
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。

３

区
域
の
操
業
制
限

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
は
、
中
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
あ
っ
て
、
下
欄
に
掲
げ

る
制
限
を
設
け
る
。

区

域

期

間

制

限

紀
伊
水
道

五
月
十
五
日
か
ら
六
月
二
十
日
ま
で

さ
わ
ら
を
目
的
と
し
た
操
業
の
禁
止

大
阪
湾

五
月
二
十
五
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で

さ
わ
ら
を
目
的
と
し
た
操
業
の
禁
止

（
た
だ
し
、
さ
わ
ら
を
目
的
と
し
た
流

し
網
漁
業
は
六
月
五
日
か
ら
七
月
十
一

日
ま
で
）

播
磨
灘

九
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で

さ
わ
ら
を
目
的
と
し
た
操
業
の
禁
止

（
た
だ
し
、
さ
わ
ら
を
目
的
と
し
た
流

し
網
漁
業
は
九
月
一
日
か
ら
九
月
三
十

日
ま
で
）

は
な
つ
ぎ
網
漁
業
に
お
け
る
さ
わ
ら

の
年
間
漁
獲
量
を
四
十
ト
ン
以
下
と

す
る

さ
わ
ら
船
曳
網
漁
業
に
お
け
る
さ
わ

ら
の
年
間
漁
獲
量
を
二
ト
ン
以
下
と

す
る

備
讃
瀬
戸

九
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で

さ
わ
ら
を
目
的
と
し
た
操
業
の
禁
止

（
た
だ
し
、
さ
わ
ら
を
目
的
と
し
た
流

し
網
漁
業
は
九
月
一
日
か
ら
九
月
三
十

日
ま
で
）

燧
灘

九
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で

さ
わ
ら
を
目
的
と
し
た
操
業
の
禁
止

さ
ご
し
巾
着
網
漁
業
に
お
け
る
さ
わ

ら
の
年
間
漁
獲
量
を
四
十
六
ト
ン
以

下
と
す
る
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安
芸
灘

九
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で

さ
わ
ら
を
目
的
と
し
た
操
業
の
禁
止

伊
予
灘

五
月
十
六
日
か
ら
六
月
十
五
日
ま
で

さ
わ
ら
を
目
的
と
し
た
操
業
の
禁
止

周
防
灘

五
月
一
日
か
ら
五
月
三
十
一
日
ま
で

さ
わ
ら
を
目
的
と
し
た
操
業
の
禁
止

４

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
と
す
る
。
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平成２７年度サワラ放流効果調査実施計画書

１ 調査の目的

、 。人工生産したサワラの放流効果を把握するため さわら流網を用いて試験操業を行う

２ 実施機関

岡山県農林水産総合センター水産研究所

３ 漁 法

さわら流網

４ 内 容

（１）時期と回数

平成27年9月20日から10月31日の期間に5日間実施する （1隻×5日）。

（２）調査協力者

牛窓町漁協流網漁業者を予定

（３）操業方法

各実施日1隻、1回操業 （操業時間は概ね17:00～22:00）

（４）使用網

網目：2.7寸（8.2cm） 長さ：10反

（５）調査予定海域

岡山県瀬戸内市地先（黄島沖以東の岡山県海域）

図 調査予定海域

（６）その他

・調査当日は、水産研究所もしくは水産課職員が乗船する。

・調査終了後は、瀬戸内海広域漁業調整委員会に概要を報告する。
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